
全
国
労
働
衛
生
週
間
は
、
働
く

方
の
健
康
管
理
や
快
適
に
働
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
職
場
環
境
の

改
善
等
の
労
働
衛
生
に
関
す
る
意

識
を
高
め
、
各
職
場
で
の
自
主
的

な
活
動
を
促
し
て
、
働
く
方
の
健

康
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

昭
和
２
５
年
か
ら
毎
年
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

毎
年
、
そ
の
年
に
合
っ
た
ス
ロ
ー

ガ
ン
を
掲
げ
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
沿
っ

た
活
動
を
行
う
た
め
に
、
毎
年
９

月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
を
準

備
期
間
、
10
月
１
日
か
ら
10
月
７

日
ま
で
を
本
週
間
と
し
、
こ
の
間
、

各
職
場
で
職
場
巡
視
や
ス
ロ
ー
ガ

ン
掲
示
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
講

習
会
・
見
学
会
の
開
催
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
ま

す
。

今
年
度
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
働

く
上
で
基
本
と
な
る
こ
こ
ろ
の
健

康
の
確
保
に
つ
い
て
、
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
令
和
７
年
５
月
に
成

立
し
た
改
正
労
働
安
全
衛
生
法
で

労
働
者
数
50
人
未
満
の
事
業
場
に

も
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
が

義
務
付
け
さ
れ
た
（
施
行
日
は
公

布
後
３
年
以
内
に
政
令
で
定
め
る

日
）
こ
と
を
契
機
に
、
今
一
度
ス

ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
し

た
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策
を
点
検
し
、
健
康
に
働
く

こ
と
が
で
き
る
職
場
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
ま

す
。

９
月
の
準
備
期
間
（
９
月
１
日

～
30
日
）
は
、
日
常
の
労
働
衛
生

活
動
の
総
点
検
を
行
い
、
次
の
重

点
事
項
に
取
り
組
み
ま
す
。

①
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
防

止
対
策

②
職
場
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策

③
職
場
に
お
け
る
転
倒
・
腰
痛
災

害
の
予
防
対
策

④
化
学
物
質
に
よ
る
健
康
障
害
防

止
対
策

⑤
石
綿
に
よ
る
健
康
障
害
防
止
対

策

⑥
職
場
の
受
動
喫
煙
防
止
対
策
仕

事
の
両
立
支
援
対
策
の
推
進
に
関

す
る
事
項

⑦
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
対
策

⑧
職
場
の
熱
中
症
予
防
対
策
の
推

進⑨
テ
レ
ワ
ー
ク
で
の
労
働
者
の
作

業
環
境
、
健
康
確
保

⑩
小
規
模
事
業
場
に
お
け
る
産
業

保
健
活
動
の
充
実

⑪
女
性
の
健
康
課
題
へ
の
取
組

⑫
東
日
本
大
震
災
等
に
関
連
す
る

労
働
衛
生
対
策
の
推
進

誰
も
が
安
心
し
て
健
康
に
働
け

る
職
場
づ
く
り
へ
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

◆
京
都
府
は
64
円
の
引
上
げ
！

令
和
７
年
８
月
27
日
、
京
都
地

方
最
低
賃
金
審
議
会
か
ら
京
都
府

最
低
賃
金
を
64
円
引
上
げ
て
１
１

２
２
円
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
、
京
都
労
働
局
長
に
答
申
さ

れ
ま
し
た
。

こ
の
答
申
に
よ
り
、
現
行
の
時

間
額
１
０
５
８
円
か
ら
１
１
２
２

円
に
改
定
さ
れ
ま
す
（
特
定
の
産

業
に
は
別
途
、
産
業
別
最
低
賃
金

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
）
。

な
お
、
発
効
予
定
は
令
和
７
年
11

月
21
日
で
す
。

◆
過
去
最
高
の
引
上
げ
額

京
都
府
最
低
賃
金
を
時
間
額
で

定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
平
成
14
年

度
（
２
０
０
２
年
）
以
降
で
最
も

高
い
引
き
上
げ
額
と
な
っ
た
今
回
、

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
強

い
影
響
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
、

と
推
測
さ
れ
ま
す
。

◆
最
低
賃
金
を
適
用
す
る
労
働
者

は
？こ

の
最
低
賃
金
は
、
正
社
員
は

も
ち
ろ
ん
、
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
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ス
ロ
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ガ
ン

回
目
を
迎
え
て

準
備
期
間
に
取
り
組
む

重
点
事
項

ワ
ー
ク･

ラ
イ
フ･

バ
ラ
ン

ス
に
意
識
を
向
け
て

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
で
健

康
職
場
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ト
を
含
む
す
べ
て
の
労
働
者
に
対

し
て
適
用
し
ま
す
。
た
と
え
、
試

用
期
間
中
で
あ
っ
て
も
最
低
賃
金

額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

も
し
最
低
賃
金
適
用
除
外
の
対
象

に
な
る
労
働
者
で
あ
れ
ば
、
労
働

基
準
監
督
署
へ
の
『
特
例
許
可
申

請
』
が
必
要
で
す
。
許
可
を
受
け

ず
に
最
低
賃
金
以
下
の
賃
金
を
支

払
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る
賃
金

は
？こ

の
最
低
賃
金
の
対
象
と
な
る

賃
金
は
、
毎
月
支
払
わ
れ
る
基
本

給
は
も
ち
ろ
ん
、
手
当
も
対
象
と

な
り
ま
す
。
最
低
賃
金
の
算
出
時

に
総
支
給
額
か
ら
除
外
す
る
賃
金

は
、
次
の
６
項
目
で
す
。

・
精
皆
勤
手
当

・
時
間
外
、
休
日
、
深
夜
割
増
賃

金・
通
勤
手
当

・
家
族
手
当

・
１
箇
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に

支
払
わ
れ
る
賃
金
（
賞
与
等
）

・
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
（
慶

弔
金
等
）

◆
勤
務
地
で
判
断

本
社
は
Ａ
県
に
あ
り
、
勤
務
地

の
支
社
（
ま
た
は
営
業
所
）
が
Ｂ

県
に
あ
る
事
業
所
や
、
派
遣
労
働

者
で
派
遣
元
が
Ｃ
県
、
派
遣
先
は

Ｄ
県
の
ケ
ー
ス
で
は
、
最
低
賃
金

は
ど
の
都
道
府
県
の
金
額
を
適
用

す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

本
社
や
派
遣
元
の
事
業
場
の
所

在
地
に
か
か
わ
ら
ず
、
勤
務
地
の

支
社
（
ま
た
は
営
業
所
）
や
派
遣

先
の
事
業
場
で
の
最
低
賃
金
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、

支
社
（
ま
た
は
営
業
所
）
の
Ｂ
県

や
派
遣
先
の
Ｄ
県
の
最
低
賃
金
を

適
用
し
ま
す
。

今
回
、
令
和
７
年
度
税
制
改
正

に
お
い
て
、
19
歳
以
上
23
歳
未
満

の
親
族
等
を
扶
養
す
る
場
合
に
お

け
る
特
定
扶
養
控
除
の
要
件
の
見

直
し
と
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創

設
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
健

康
保
険
の
扶
養
認
定
を
受
け
る
人

（
被
保
険
者
の
配
偶
者
を
除
く
。
）

が
19
歳
以
上
23
歳
未
満
で
あ
る
場

合
の
年
間
収
入
要
件
の
取
扱
い
に

つ
い
て
通
達
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

扶
養
認
定
日
が
令
和
７
年
10
月

１
日
以
降
で
、
扶
養
認
定
を
受
け

る
方
が
19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
場

合
（
被
保
険
者
の
配
偶
者
を
除
く
）

は
、
現
行
の
「
年
間
収
入
１
３
０

万
円
未
満
」
が
「
年
間
収
入
１
５

０
万
円
未
満
」
に
変
わ
り
ま
す
。

学
生
で
な
い
方
、
被
保
険
者
の

子
以
外
の
方
（
弟
妹
や
孫
等
）
も

要
件
を
満
た
せ
ば
対
象
と
な
り
ま

す
。
な
お
、
こ
の
「
年
間
収
入
要

件
」
以
外
の
認
定
要
件
は
、
昭
和

52
年
通
知
（
※
）
と
変
わ
り
あ
り

ま
せ
ん
。

年
齢
要
件
（
19
歳
以
上
23
歳
未

満
）
は
、
扶
養
認
定
日
が
属
す
る

年
の
12
月
31
日
時
点
の
年
齢
で
判

定
し
ま
す
。
例
え
ば
、
扶
養
認
定

を
受
け
る
方
が
令
和
７
年
11
月
に

19
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
場
合
に

は
、
令
和
７
年
（
１
月
１
日
～
12

月
31
日
の
暦
年
）
に
お
け
る
年
間

収
入
要
件
は
１
５
０
万
円
未
満
と

な
り
ま
す
。

な
お
、
届
出
は
令
和
７
年
10
月

１
日
以
降
で
あ
る
も
の
の
、
令
和

７
年
10
月
１
日
よ
り
前
の
期
間
に

つ
い
て
認
定
を
受
け
る
場
合
に
は
、

19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
被
扶
養
者

に
か
か
る
年
間
収
入
の
要
件
は
１

３
０
万
円
未
満
で
判
定
さ
れ
ま
す
。

令
和
７
年
中
の
基
準
額
が
１
５

０
万
円
未
満
と
な
る
の
は
、
誕
生

日
が
平
成
15
年
１
月
２
日
か
ら
平

成
19
年
１
月
１
日
ま
で
の
方
で
す
。

9
月
：
障
害
者
雇
用
支
援
月
間

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
８
月
に
採
用
し
た
労

働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

30
日

○
８
月
分
社
会
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出

［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
外
国
人
雇
用
状
況
報
告
（
雇
用

保
険
の
被
保
険
者
で
は
な
い
労
働

者
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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マ
イ
ナ
保
険
証
を
持
っ
て
い
な

い
方
宛
に
、
健
康
保
険
証
に
代
わ

る
「
資
格
確
認
書
」
が
被
保
険
者

の
自
宅
へ
順
次
送
付
さ
れ
ま
す
。

健
康
保
険
協
会
京
都
支
部
は
、

９
月
下
旬
か
ら
１
０
月
初
旬
発
送

を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail︓
fujita.office-1@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・075-611-5300
FAX・075-644-6922

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-503

編
集
後
記

９
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

年
齢
要
件
の
判
定

被
扶
養
者
認
定
に
お
け
る

年
間
収
入
要
件

（
※
）
昭
和
５
２
年
通
知
：
「
収
入
が

あ
る
者
に
つ
い
て
の
被
扶
養
者
の
認
定

に
つ
い
て
」
（
昭
和
５
２
年
４
月
６
日

保
発
第
９
号
、
庁
保
発
第
９
号
）

１８歳

扶養認定
130万

円未満
１５０万円未満

N－１年 N年 N＋１年 N＋２年 N＋３年 N＋４年

130万

円未満

１9歳 20歳 21歳 22歳 23歳

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼


